
        最高裁判所事務総局等の組織について 

平成元年３月２２日総一第８４号最高裁判所  

事務総局局課長、司法研修所長、裁判所書記 

官研修所長、家庭裁判所調査官研修所長、最 

高裁判所図書館長宛事務総長通達  

 

                      改正   平成 ２年 ３月 ６日総一第  ７０号 

                              平成 ２年 ９月２５日総一第２７５号 

                              平成 ３年 ７月１７日総一第１７８号 

                 平成 ６年 ７月 ４日総一第１５５号 

                 平成１０年 ３月１６日総一第 ７４号 

                  平成１１年 ３月１１日総一第 ５６号 

                 平成１３年 ３月２３日総一第 ７１号 

                 平成１５年 ３月２８日総一第 ９１号 

                                  平成１６年 ４月 １日総一第１８５号 

                                  平成１６年１１月１８日総一第000160号 

                                  平成１７年 ３月１０日総一第000184号 

                 平成１９年 ３月１６日総一第000288号 

                                  平成２０年 ３月１７日総一第000287号 

平成２１年 ３月２６日総一第000327号 

平成２４年 ３月１２日総一第000230号 

                 平成２５年 ３月 ７日総一第１７５号 

                 平成２６年 ３月 ５日総一第１７５号 

                 平成２７年 ３月 ５日総一第２４８号 

平成２８年 ３月 ９日総一第２５０号 

平成２９年 ３月 ８日総一第３６１号 

平成３０年 ２月２７日総一第２８１号 

平成３１年 ３月 ８日総一第２４４号 

令和 ２年 ３月 ９日総一第２８１号 

令和 ３年 ３月 ８日総一第２７１号 

令和 ４年 ３月 ４日総一第２２６号 

令和  ５年  ３月  ７日総一第２４１号 

                 令和 ６年  ３月  １日総一第２０１号 

                 令和 ７年 ２月１４日総一第 ９４号 

                 令和 ８年 ２月１６日総一第 ８２号 



 

 

 

最高裁判所事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書

館の組織について、下記のとおり定めましたから、これによってください。 

                                    記 

１  班及び係の設置 

   最高裁判所事務総局の課並びに局の課、職員管理官、司法研修所及び裁判所

職員総合研修所の事務局の課並びに最高裁判所図書館の課に、別表のとおり班

及び係を置く。 

２  班及び係の事務分掌 

   各班及び各係の事務分掌は、当分の間、最高裁判所事務総局の局長若しくは

課長、司法研修所若しくは裁判所職員総合研修所の所長又は最高裁判所図書館

長の定めるところによる。 

３  他の班又は係による事務の処理 

   最高裁判所事務総局の課長並びに局の課長、職員管理官、司法研修所及び裁

判所職員総合研修所の事務局の課長並びに最高裁判所図書館の課長において必

要と認めたときは、その課又は職員管理官の一の班又は係に属する事務を適宜

他の班又は係において処理させることができる。 

     付  記 

１  この通達は、平成元年４月１日から実施する。 

２  昭和４３年４月２０日付け最高裁総一第１３０号事務総長通達「最高裁判所

事務総局等の組織について」は、平成元年３月３１日限り、廃止する。 

     付  記（平成２．３．６総一第７０号） 

 この通達は、平成２年４月１日から実施する。 

     付  記（平成２．９．２５総一第２７５号） 

 この通達は、平成２年１０月１日から実施する。 

      付  記（平成３．７．１７総一第１７８号） 

  この通達は、平成３年８月１日から実施する。 

   付 記（平成６．７．４総一第１５５号） 

 この通達は、平成６年８月１日から実施する。 

   付 記（平成１０．３．１６総一第７４号） 

 この通達は、平成１０年４月１日から実施する。 

   付 記（平成１１．３．１１総一第５６号） 

 この通達は、平成１１年４月１日から実施する。 

   付 記（平成１３．３．２３総一第７１号） 

 この通達は、平成１３年４月１日から実施する。 

   付 記（平成１５．３．２８総一第９１号） 

 この通達は、平成１５年４月１日から実施する。 



 

 

付 記（平成１６．４．１総一第１８５号） 

この通達は、平成１６年４月１日から実施する。 

付 記（平成１６．１１．１８総一第000160号） 

この通達は、平成１７年１月１日から実施する。 

付 記（平成１７．３．１０総一第000184号） 

この通達は、平成１７年４月１日から実施する。 

付 記（平成１９．３．１６総一第000288号） 

この通達は、平成１９年４月１日から実施する。 

付 記（平成２０．３．１７総一第000287号） 

 この通達は、平成２０年４月１日から実施する。 

付 記（平成２１．３．２６総一第000327号） 

この通達は、平成２１年４月１日から実施する。 

  付 記（平成２４．３．１２総一第000230号） 

この通達は、平成２４年４月１日から実施する。 

付 記（平成２５．３．７総一第１７５号） 

この通達は、平成２５年４月１日から実施する。 

付 記（平成２６．３．５総一第１７５号） 

この通達は、平成２６年４月１日から実施する。 

付 記（平成２７．３．５総一第２４８号） 

この通達は、平成２７年４月１日から実施する。 

付 記（平成２８．３．９総一第２５０号） 

この通達は、平成２８年４月１日から実施する。 

付 記（平成２９．３．８総一第３６１号） 

この通達は、平成２９年４月１日から実施する。 

付 記（平成３０．２．２７総一第２８１号） 

この通達は、平成３０年４月１日から実施する。 

付 記（平成３１．３．８総一第２４４号） 

この通達は、平成３１年４月１日から実施する。 

付 記（令和 ２．３．９総一第２８１号） 

この通達は、令和２年４月１日から実施する。 

付 記（令和 ３．３．８総一第２７１号） 

この通達は、令和３年４月１日から実施する。 

付 記（令和 ４．３．４総一第２２６号） 

この通達は、令和４年４月１日から実施する。 

付 記（令和  ５．３．７総一第２４１号） 

この通達は、令和５年４月１日から実施する。 

付 記（令和  ６．３．１総一第２０１号） 



 

 

  この通達は、令和６年４月１日から実施する。 

付 記（令和  ７．２．１４総一第９４号） 

  この通達は、令和７年４月１日から実施する。 

付 記（令和  ８．２．１６総一第８２号） 

  この通達は、令和８年４月１日から実施する。 

 



 

 

（別表） 

局 課 等 局 の 課 等 班 及 び 係 の 名 称 

秘 書 課  総務係 

庶務第一係 

庶務第二係 

庶務第三係 

会議係 

審査係 

文書管理第一係 

文書管理第二係 

文書開示第一係 

文書開示第二係 

渉外第一係 

渉外第二係 

広 報 課  企画係 

広報係 

報道第一係 

報道第二係 

総 務 局 第 一 課 庶務係 

企画調整係 

管轄係 

国会係 

総合監理調整係 

 第 二 課 定員係 



 

 

  資料係 

判例法令係 

 第 三 課 訟廷企画係 

訟廷調査第一係 

訟廷調査第二係 

訟廷調査第三係 

人 事 局 総 務 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務係 

庶務係 

人事文書管理係 

人事法規係 

人事情報処理係 

給与予算係 

制度第一係 

制度第二係 

制度第三係 

職員任用第一係 

職員任用第二係 

職員採用試験係 

給与企画係 

給与実施係 

給与支給第一係 

給与支給第二係 

退職給与係 

 任 用 課 企画係 



 

 

  実施係 

試験係 

 能 率 課 研修健康係 

服務倫理係 

勤務時間係 

 調 査 課 分限懲戒係 

栄典係 

 公 平 課 公平係 

 職員管理官 職員第一係 

職員第二係 

経 理 局 総 務 課 総務係 

庶務係 

施設総括係 

国有財産係 

公務員宿舎係 

 主 計 課 予算総括係 

予算企画係 

予算第一係 

予算第二係 

予算第三係 

予算第四係 

出納第一係 

出納第二係 

出納第三係 



 

 

 営 繕 課 経理係 

契約第一係 

契約第二係 

工事実施調整係 

第一企画調査班 

第二企画調査班 

第三企画調査班 

第一設計班 

第二設計班 

構造設計班 

電気設備班 

機械設備班 

第一積算班 

第二積算班 

第一特別修繕班 

第二特別修繕班 

第三特別修繕班 

第四特別修繕班 

第五特別修繕班 

第六特別修繕班 

 用 度 課 経理係 

物品調達係 

役務調達係 

管理係 



 

 

調査係 

運輸係 

 監 査 課 法規係 

監査係 

調査係 

 管 理 課 総括係 

警備係 

内務係 

電話交換係 

 厚 生 課 共済本部企画係 

共済本部経理係 

共済本部業務係 

共済本部総務係 

共済本部給付第一係 

共済本部給付第二係 

共済本部給付第三係 

共済本部福祉第一係 

共済本部福祉第二係 

共済本部福祉第三係 

民 事 局 第 一 課 庶務係 

企画係 

事件係 

調査係 

デジタル化推進係 



 

 第 二 課 民事訴訟係 

渉外民事係 

簡易裁判所民事係 

民事調停係 

 第 三 課 執行・倒産手続係 

執行制度係 

刑 事 局 第 一 課 庶務係 

企画係 

裁判員企画係 

  検察審査会係 

 第 二 課 訴訟事件第一係 

訴訟事件第二係 

裁判員手続係 

裁判員選任手続係 

令状事件係 

デジタル化推進係 

 第 三 課 裁判実績調査係 

法規判例調査係 

事件係 

行 政 局 第 一 課 庶務係 

企画係 

事件係 

労働訴訟係 

労働審判係 



 

 

  知的財産制度係 

知的財産訴訟係 

 第 二 課 行政法規係 

行政訴訟係 

家 庭 局 第 一 課 庶務係 

企画係 

デジタル化推進係 

少年法規・事件係 

少年資料係 

 第 二 課 家事法規・事件係 

家事手続第一係 

家事手続第二係 

家事手続第三係 

家事資料係 

 第 三 課 調査制度係 

科学調査係 

司 法 研 修 所 総 務 課 庶務係 

人事係 

寮務係 

図書係 

 経 理 課 経理係 

用度係 

管理係 

 企画第一課 研修第一係 



 

 

  研修第二係 

 企画第二課 企画係 

調査係 

資料係 

教材第一係 

教材第二係 

裁判所職員総合研修所 総 務 課 庶務係 

人事係 

寮務係 

 経 理 課 経理係 

用度係 

管理係 

 企画研修第

一課 

企画係 

調査係 

研修第一係 

研修第二係 

 企画研修第

二課 

企画調査係 

研修第一係 

研修第二係 

 企画研修第

三課 

企画調整係 

研修係 

最 高 裁 判 所 図 書 館 総 務 課 庶務係 

閲覧係 

参照係 



 

 

  保管係 

 整 理 課 受入係 

整理係 

  雑誌索引係 

 


